
（単位：円）

○第３回試算結果

平成27年度
決算ベースの

納付金相当額 ※
Ａ

平成29年度
納付金額

Ｂ

増減額 Ｃ
Ｂ－Ａ

増減率
Ｂ／Ａ

10,258,162,195 10,056,133,600 △ 202,028,595 98.03%

　　※「平成27年度決算ベースの納付金相当額」は、国が示した計算方法に基づく。

　　第３回試算においては、平成２９年度に激変緩和措置、公費追加投入（約１，２００億円）が実施されたと想定して算出

○第２回試算結果

平成27年度
市町村保険税決算額

Ａ

平成29年度
納付金額

Ｂ

増減額 Ｃ
Ｂ－Ａ

増減率
Ｂ／Ａ

10,724,092,041 11,102,370,589 378,278,548 103.53%

第３回試算結果　川越市の国保事業費納付金額について

〔 平成２９年８月 ]

〔平成２９年３月〕



（単位：円）

納付金（相当）額 （Ａ） 223,247,436,670 （Ｃ） 218,480,003,013 5,467,289,482 （Ｊ） 213,012,713,531

伸び率 - （Ｃ／Ａ） 97.86% - （Ｊ／Ａ） 95.42%

一人当たり
納付金相当額

（Ｂ） 117,161 （Ｄ） 123,030 - （Ｋ） 119,951

伸び率 - （Ｄ／Ｂ） 105.01% - （Ｋ／Ｂ） 102.38%

激減緩和措置額計 ※ 激変緩和措置①（Ｅ） 激変緩和①残額割戻（Ｇ） 激変緩和措置②（Ｉ）

5,467,289,482 ＝ 3,969,644,598 ＋ 1,466,445,498 ＋ 31,199,386

納付金（相当）額 （Ａ） 10,258,162,195 （Ｃ） 10,590,511,803 534,378,203 （Ｊ） 10,056,133,600

伸び率 - （Ｃ／Ａ） 103.24% - （Ｊ／Ａ） 98.03%

一人当たり
納付金相当額

（Ｂ） 112,081 （Ｄ） 123,104 - （Ｋ） 116,892

伸び率 - （Ｄ／Ｂ） 109.83% - （Ｋ／Ｂ） 104.29%

激減緩和措置額計 ※ 激変緩和措置①（Ｅ） 激変緩和①残額割戻（Ｇ） 激変緩和措置②（Ｉ）

534,378,203 ＝ 465,158,803 ＋ 69,219,400 ＋ 0

「激変緩和措置①（Ｅ）」は、一人当たり納付金ベースで激変緩和を設定したもの。（県総額約５５億円のうち、①で約４０億円を使用）
「激変緩和措置①（Ｅ）」を実施した後の残額（県総額約１５億円）を「激変緩和①残額割戻（Ｇ）」と「激変緩和措置②（Ｉ）」に振り分けて使用。
「激変緩和措置②（Ｉ）」は、納付金総額ベースで激変緩和を設定したもの。（県内は５市町村のみ該当）

（記号は県提供の元資料に合致）　　

第３回試算（Ｈ29.8）激変緩和措置の状況
【 一定割合 ⇒ 自然増分のみ、下限設定 ⇒ なし 】

埼玉県計
平成２７年度決算ベース

納付金相当額

平成２９年度納付金　第３回試算値

激変緩和措置前 激変緩和措置等額 ※ 激変緩和措置等後

激変緩和措置等額※の内訳

納付金総額ベース

一人当たり納付金額
ベース

激変緩和措置等額※の内訳

納付金総額ベース

一人当たり納付金額
ベース

川 越 市
平成２７年度決算ベース

納付金相当額

平成２９年度納付金　第３回試算値

激変緩和措置前 激変緩和措置等額 ※ 激変緩和措置等後

なし あり
自然増＋α 6.01％
自然増 5.01% ○
２％（単年度） 4.04％
３％（単年度） 6.09％

下限設定
激変緩和措置



○ 第３回試算結果

保険税軽減適用前Ａ 保険税軽減適用後Ｂ （増加率）D/A （増加率）D/C

94,389円 － 96,225円 104,675円 104,675円

(101.95%) (110.90%) (108.78%)

Ｃ－Ａ Ｄ－Ａ Ｄ－Ｃ
1,836円 10,286円 8,450円

　  ※ 新制度一人当たり保険税は、激変緩和分、国費追加分（約１，２００億円）の効果額が含まれている。

（参考）

○ 第２回試算結果

保険税軽減適用前Ａ 保険税軽減適用後Ｂ （増加率）D/A （増加率）D/C

90,091円 83,707円 103,335円 127,509円 127,509円

(114.70%) (141.53%) (123.39%)

Ｃ－Ａ Ｄ－Ａ Ｄ－Ｃ
13,244円 37,418円 24,174円

　  ※ 新制度一人当たり保険税は、市町村の法定外繰入金、激変緩和分、国費追加分（１，７００億円）の効果額は含まれていない。

第３回試算結果　川越市の標準保険税額（一人当たり保険税額）

平成２８年度 平成２９年度

現在の一人当たり保険税
本来徴収すべき

一人当たり保険税
（法定外一般会計繰入前）

Ｃ
（増加率） C/A

新制度
一人当たり保険税

Ｄ

平成２８年度 平成２９年度

現在の一人当たり保険税
本来徴収すべき

一人当たり保険税
（法定外一般会計繰入前）

Ｃ
（増加率） C/A

新制度
一人当たり保険税

Ｄ


